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午前9時59分 開議 

（出席議員数18名） 

───────────────────────── 

開  議  宣  告 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） これより本日の会議を開きます。 

───────────────────────── 

会議録署名議員の指名 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 本日の会議録署名議員には、 

今  利 一 君 

覚 幸 伸 夫 君 

を御指名申し上げます。 

───────────────────────── 

諸 般 の 報 告 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 事務局長をして諸般の報告をいた

させます。 

事務局長藤原良一君。 

○事務局長（藤原良一君） -登壇-  

議長の諸般の報告を朗読いたします。 

市長より提出の事件、議案第11号及び報告第8号につき

ましては、お手元に配付のとおりでございます。 

議会側提出の事件、意見案1件、事務調査及び都市事

例調査の申し出等につきましては、本日御配付の議会側

提出件名表ナンバー2に記載のとおりでございます。 

以上でございます。 

───────────────────────── 

議会運営委員長報告 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 本定例会の運営に関して議会運営

委員会より報告を願います。 

議会運営委員長菊地敏紀君。 

○議会運営委員長（菊地敏紀君） -登壇- 

議会運営委員会より9月14日本会議終了後、委員会を

開催し、追加議案の取り扱いについて審議いたしました

ので、その結果を報告いたします。 

追加議案は、市長側提出案件が2件で、内訳は補正予

算1件、専決処分報告1件でございます。 

また、議会側提出案件が5件で、内訳は、意見案1件

及び閉会中の事務調査2件、並びに都市事例調査2件が

ございます。 

いずれも本日の日程の中で御審議を願うことにしてお

ります。 

以上申し上げまして、議会運営委員会からの報告とい

たします。 

○議長（北猛俊君） お諮りいたします。 

ただいま議会運営委員会より報告のとおり本定例会を

運営いたしたいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よってただいまお諮りのとおり決しました。 

───────────────────────── 

日程第１ 

議案第 １号 平成22年度富良野市一般会計補

正予算（第６号） 

議案第 ３号 富良野市地域医療対策基金条例

の制定について 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第1、議案第1号、平成22年

度富良野市一般会計補正予算及び関連する議案第3号富

良野市地域医療対策基金条例の制定についてを一括して

議題といたします。 

これより順次本件2件の質疑を行います。 

初めに、議案第3号、富良野市地域医療対策基金条例

の制定についてを行います。 

質疑ございませんか。 

13番東海林孝司君。 

○13番（東海林孝司君） 富良野市地域医療対策基金条

例でありますが、これは産婦人科の医師不足ということ

で、3 月からそういうお話があり、やはり市民が安心し

て産み育てる環境を確保しなきゃいけないということも

あり、議会といたしましても、医師確保は大事なことで

あるということで、6 月にこういったような基金の提案

をしようという経過がございまして、市長側ともお話を

してきたことだと思って今回、この条例があがってきて

いると思っております。 

安定した医師確保に向けた、こういった条例というこ

とには私は、同意することでありますが、その中で、地

域センター病院に特化したというその考え方、また、広

域圏に及ぼす波及効果ということについてお伺いいたし

ます。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

保健福祉部長中田芳治君。 

○保健福祉部長（中田芳治君） 東海林孝司議員の御質

問にお答えいたします。 

センター病院に特化したということにつきましては、

議員も御存知のとおり、北海道といたしましても、この

広い地域の医療全体の充実、確保を図るために、道内に

21地域医療圏を設定しまして、その一つの富良野圏域に

おきましては、センター的な役割を担う病院として、昭

和 51 年に富良野協会病院を指定したところでございま

す。 

協会病院は社会福祉法人であるとともに、圏域で唯一

の総合中核的病院である公的医療機関として位置づけら
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れております。 

このようなことから、富良野圏域の地域医療は、地域

センター病院を中心といたしまして、地域の医療機関、

医師などとの連携を図ることによって、圏域での安定し

た医療の提供ができるものと、このように認識している

ところでございます。 

そういったことから、地域センター病院としての充実

と安定を図るということが重要ではないかというふうに

考えているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 影響、2点目。 

○保健福祉部長（中田芳治君） 失礼いたしました。 

圏域での影響ということでございますけれども、当然

いま議員が言われたように、圏域としましてもこういっ

た地域センター病院に対しての助成というものは当然合

意されているというようなことで、いま進めているとこ

でございますので、そういった意味では御理解いただき

たいなというふうに思っております。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） そのほか、質疑ございませんか。 

15番菊地敏紀君。 

○15番（菊地敏紀君） ただいまの、東海林議員の質問

に関連いたしますけども、東海林孝司君はたぶん、波及

効果ということでお聞きしたのではないかと思うんです。 

影響ではなくて、やっているのはわかります、今まで。 

しかし、やはりこのように、一行政が地域医療が大切

だということで条例を制定することは、これで、地域セ

ンター病院を特化したんですから、これはやはり、地域

センター病院というのは、うちの一行政のものではなく

て、富良野広域のものでございます。 

その中において、やはりやったということは、それが

どのような波及効果を及ぼそうと、うちの市長はそこの

一番のリーダーです。 

地域の、いまの市町村圏協議会のリーダーです。 

だから、自分の自治体で作ったものをですね、それを

やはり、いかに、地域センター病院が網羅する、そこに

住んでいる自治体にそれを、効果として表していくかと

いうことが大事ではないか。 

一自治体が特化してやるのではなくて、センター病院、

地域のセンター病院として、どうそれを位置づけてもら

うかということ。沿線に。 

ですから、特化しないのであれば、富良野市、協会病

院に特化するのじゃなくて、富良野市内の病院だけの医

療の条例ならいいんですけども、これは特化したという

ことは、やはり沿線にもこのようなものを求めていくの

か、いかないのか。 

こういう風な条例というか、うちがこういうことして

るんですから、いかがでしょうかという話を市町村圏の

協議会の中で、市長はそれをするつもりがあるのか、な

いのかだけでも結構ですけど、それが及ぼす波及効果か

なという、もしやるとなるなら、それが波及効果で、ま

だまだ地域センター病院が、富良野の一病院じゃないと

いう認識が非常に大きくなっていってですね、いろんな

負担割合も、いまのお話からしたら、おかしくなるので

はないかなという感じがするんですけども。 

それと、もう一つはですね、これのいま500万が予算

計上されておりますけども、これのこれから、どの程度

の基金に金額を目指しているのかもお聞きいたしたいと

思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 菊地議員の御質問にお答えを申

し上げたいと思います。 

条例の制定につきましては、特化したとか、特化しな

いとかという私はそういう議論はいま、そういう意味で

の特化という考え方は持っておりません。 

この基金条例の制定に当たりましては、大きな角度か

らですね、特に北海道においても、産婦人科は全国的に

も足りないと、こういう状況が一つあるわけです。 

特に、富良野圏域においても、産婦人科というのは旭

川まで行かなければなくなったというのが、4 月以降の

状況であります。 

こういう状況を考えてみますと、条例を制定するとい

う意味と、もう一つは、医師確保に向けてとは全然内容

が違うわけであります。 

一つには、本市におきましては、所在地であるという

大きな大義名分がございます。 

そういう状況を踏まえますと、この圏域の中でですね、

基幹病院という、富良野は市立病院的なものがないです

から、そういう観点も踏まえて、これからのこの圏域に

将来的なものを考えますと、公的な病院という形の中で

は、富良野社会福祉、俗に言う富良野協会病院しかない

という位置づけの中で、これらの病院を今後、そういう

医師不足を、いま、ただいまは産婦人科だけでございま

すけども、そういう状況の中で、公的な立場でそれを放

置するような、支援も何も考えないでいいのかという社

会的な問題の状況を含めて判断をいたした状況でござい

ます。 

そこで、条例をつくった経緯というのは、これは、先

ほど、東海林孝司議員もお話しがあった。 

議員、議会の方からの御要請も強くあったわけであり

ます。 

これは、議会からの要請については、富良野の地域医

療全体に対しての条例化というお話があったわけでござ

いますけども、これは私は、個人病院含めた中でのです
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ね、医師確保に向けてというのは、私はいまの段階では

そういう状況をつくるべきでないというのが、大きな判

断であります。 

そういうことで、議会からのそういう御要請含めた中

でございましたけども、行政のとるべき道としては、大

義名分化する中で公的病院、俗に言う地域センター病院

の方向づけをすると、こういう形の中で、基金を設置す

る条例を御提案を申し上げた訳であります。 

その中でですね、そういう要請があった場合にはどう

するか。 

緊急事態にそういう問題が出た場合に、お金がないの

に実際的にできるか。 

できないものもございますから、将来展望としては、

そういう状況下の中で、ある程度一定的に積立をしてそ

ういう対応を考えておくべきではないか。 

あるいはまた、大きな次元として出た場合については、

基金対応というのは全然できないわけですから、それは、

議会に諮ってその都度、その行政にどうこたえていくべ

きかということは決めるべきであろう、このように考え

た状況の中でのこの条例制定であるということでありま

す。 

それから2点目に、この地域センター病院の条例が他

の町村にどう波及効果をもたらすかということでござい

ますけども、私は、これはそれぞれ各市町村において町

立病院、あるいはそれに類する個人病院的なものも持っ

ている町村がございますから、それは、それぞれの考え

方によって基金制定なり、あるいはその都度支援があっ

た場合については、広域の中で御相談をしながら実施を

していくと、こういう形になろうかと思いますので、私

は、波及効果についてはこれは市単独の現実的な条例で

あると、このように御理解を賜りたいとこのように考え

るところでございます。 

○議長（北猛俊君） 目標額、基金の。 

○市長（能登芳昭君） 大変失礼しました。 

答弁漏れがございました。 

基金額につきましては、当然、積み立てるわけでござ

いますから、年次別に計画を立てて実施をしていかなけ

ればない。 

たまたま、今年についてはそういう、議会からの御要

請があった中で、論議する形の中で条例というものは、

当然条例がでた時点で基金の積立額を決めてやらなけれ

ばならないと、こういう地方自治法の規定になっており

ますから、とりあえずは500万という形で基金の積み立

てを今回計上したと、こういうことであります。 

来年度以降については、予算の範囲内で積立額を増や

していくというような状況になろうかとこのように考え

ているところでございます。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

そのほか質疑ございませんか。 

2番宮田均君。 

○2 番（宮田均君） 富良野全体の医療の確保、安定化

という面では非常に必要なことだなというふうに思うわ

けなんですけども、やはり、地域センター病院に特化す

るといった場合にですね、それぞれの病院間というかで

すね、これは医師会あたりのですね、ちゃんとこの条例

の承認というかですね、そういうのがちゃんととってい

るのか。 

この条例についてですね。そこら辺のことをちょっと

質問させていただきたい。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 宮田議員の御質問に御答弁申し

上げたいと思いますけども、医師会との相談で云々とい

う御質問でございますけども、私は、今回の地域センタ

ー病院の基金積立というのは、当然、医師会も協会病院

としての地域センター病院、あるいは、公的病院として

の位置づけというのは、医師会自体も十分理解をしてい

る状況であると、このように判断をいたしております。 

過去にですね、協会病院の産婦人科がいない場合、あ

るいはこれにする科目の状況の中については、医師会と

も行政ともそれぞれ御相談をする中で、常にそういう状

況を含めた中でやってきておりますし、また、医師の確

保についても当然、医師会との相談を含めた中で連携を

しながら、これらの確保に努めていると、こういう状況

でございますので、その点で充分御理解を賜りたいと、

このように思うところであります。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

2番宮田均君。 

○2 番（宮田均君） いまの説明ですと、医師会の方に

は、この条例の制定については諮問しているということ

で、理解してよろしいんでしょうか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 私は、この条例の策定にあたっ

て医師会と相談をしているということを答弁はしており

ません。 

当然、それは、市の地域センター病院としての位置づ

けを、どう考えるということでございますから、医師を

確保する医師会との連携とは内容は違うということで御

理解を賜りたいと思います。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

2番宮田均君。 

○2 番（宮田均君） 私の場合は、富良野市全体のです

ね、医療のでこぼこがないように、そしてその医療が市

民に還元されるような形で、こういうその産婦人科に特
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化した、無い科目が沿線で網羅できるという確保につい

ては、非常にいいと思うんですけども、その他にもです

ね、個人病院でいろんな科でやられている病院がござい

ますね。 

そういうのがなくなったときのでこぼこというか、考

えるのは、でこぼこが病院間で出てくると、地域の医療

については、ちょっと良くないんじゃないかなというこ

とで、僕は医師会の方にはちょっとご相談というかです

ね、これはしたのかどうかということをね、お聞きした

わけなんですけども。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 宮田議員の再質問にお答えを申

し上げたいと存じますけども、個人病院の支援という形

というのは、これは別の形であるというふうに認識をい

たしております。 

個人病院に例えば、全域広めてやるということになれ

ば、これはやはり、全体のですね、行政全体として、ま

たはそれを議会としてですねどのように判断するという

ことになりますけども、現実的に、私は病院の経営その

ものというのは、公的に位置づけているという状況では、

今のところございません。 

個人病院でやるのは、公的病院という位置づけはしてな

いわけでございますから、私は、それはいまの時点では

別問題として扱ってやるべきだと、このように考えてい

るところでございます。 

○議長（北猛俊君） そのほか質疑ございませんか。 

1番佐々木優君。 

○1番（佐々木優君） 第 1 条の診療科及び医師の確保

ということでありますけれども、先ほどの答弁の中でも

ありましたけれども、産婦人科ということに限定される

ような答弁だったというふうに思うんですけども、確か

に今の状況では、富良野市に産婦人科が必要だというの

は市民全体の合意された意見だというふうに思います。 

しかし今後、将来に向けて必ずしもそれが永遠という

わけではなくて、いろんな科目に要望が来る可能性もあ

るわけですけれども、そうなった場合の対応の仕方とい

うかな、現状は産婦人科でいいと思いますけれども、市

民の全体の意見だと思いますけれども、今後の運用の仕

方というか、そういうことで基本的な考え方をひとつお

伺いしたいと思います。 

それからもう一点、第7条ですけども、必要な事項は

市長が別に定めるというふうになっておりますけども、

例えばでよろしいですけども、どういうことがあり得る

のか、その点二点お伺いいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 佐々木議員の御質問にお答えを

さしていただきたいと存じます。 

条例そのものは、いま、この科目的なものを限定して

お話をさしていただいて、特にいま御質問にありました

本市において、本市ばかりでなく産婦人科というのは道

内においても、もう本当に、ごく数しかいないというこ

ういう状況で、それぞれ行政報告にも申し上げましたと

おり、常に、年に3、4回ぐらいは北海道大学の産婦人科

のほうに強い要請をしておりますけども、いまの現状で

お話を聞いてまいりました過日の行政報告の中には詳し

くは書いておりませんけども、現状では、ここ5年ぐら

いは、医師の確保というのは非常に難しいというのが、   

北大のそれぞれ直接担当している教授の話であります。 

これをやはり、打開する状況というのはいま、手だて

的には、北海道大学の教授であってもなかなか難しいと

いうのが、臨床制度が研修制度ができまして、そういう

権限が及ばない状況にいま、立ち入っているのが現状で

ございますから、そういう状況が、最低5年ぐらいはか

かるだろうというふうな教授のお話だった状況を踏まえ

て、考えてみたときに、これらについてはいま、センタ

ー病院における産婦人科というのは、最低でも5年ぐら

いは、そういうお一人体制で頑張っていただけるような

状況になるのかなと。 

その後については当然、状況的には、お医者さんも増

えてきますし、そういう状況には緩和されてくるだろう

というのがそれぞれいまの状況にあるということであり

ます。 

もう一つは、いま、中でですね、将来、そういう状況

になった場合他の診療科にも、どうなんだという御質問

でございますけども、私は当然、そういう時点になった

場合については、条例というのは、1 回決めたらもうそ

れを固定化するという状況ではございません。 

そのときに合った状況の中で判断をして、改正をして

いく状況づくりが出てくるだろうと。このように考えて

いるところであります。 

それから、もう1点、7条の関係でお話があったわけ

でございますけども、これは条例に定めるほか基金の管

理運用に関し必要な事項は市長が定めるという内容でご

ざいますので、詳細については、保健福祉部長の方から

お答えをさしていただきたいと存じます。 

○議長（北猛俊君） 続けて御答弁願います。 

保健福祉部長中田芳治君。 

○保健福祉部長（中田芳治君） 佐々木優議員の御質問

にお答えします。 

基金条例第7条の基金の管理及び処分に必要な事項は

市長が別に定めるという事項でございますけれども、こ

れは基本的には規則の中で別に定めるということでござ

いますけれども、事務手続上のものについて定めるとい

う意味でございますので、御理解を賜りたいと思います。 
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○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

1番佐々木優君。 

○1番（佐々木優君） いまの第7条の件が、正確には

理解できないんですけれども、規則という別な、これと

は別にですね、細則的なことで、規則というのものを作

るのか作らないのか。 

必要がないんであれば例えばという話で先ほどもお聞

きしたように、例えばこういうことがあった場合、こう

いう判断をしていきますというようなものがあれば教え

ていただきたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

保健福祉部長中田芳治君。 

○保健福祉部長（中田芳治君） 例えばということでご

ざいますけれども、この基金の管理におきましては、よ

り有効なところに例えば積み立てをするですとか、利息

のいいところですとかですね、それから処分に関しまし

ては、必要な資金の支消をするための手続きということ

で、こういった基金を使う場合の処分ということで、そ

の手続を示すものでございますので、そういったことで

御理解をいただければなというふうに思います。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

1番佐々木優君。 

○1 番（佐々木優君） 先程言ったように、規則という

か、これに関する、ある程度、詳細的なものが必要では

ないのかなというふうに、先ほど答弁いただけませんで

したけれども、作らないのであれば作る必要があるので

はないかなというふうに思うわけですけど、いかがでし

ょうか。規則について。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 佐々木優議員の再々質問にお答

えしますけども、条例があって、その細則的なものが規

則という形で作っているわけですね。規則で定められな

いものもあるわけですよ。現実的に。 

いま、一例ちょっと申し上げましたけれども、そうい

う細部にわたって規則で定められないものについては、

市長が別に定めると。 

これは、この条例ばかりでなくですね、皆さんがたの

ところのお手元の例規を見ていただければ、大体わかる

と思うんでございますけども、そういう規則的なもので

言えば、そういう形のもので作るということになってい

るものですから、そのように、型にはめて、この条例規

則というのは作らなければならないと、そういう状況に

なっておりますので、御理解を賜りたいと、このように

思うところでございます。 

○議長（北猛俊君） そのほか質疑ございませんか。 

17番日里雅至君。 

○17番（日里雅至君） いま、何人かの方からいろいろ

とお話をされております。 

まず、地域センター病院というのはやはり公的医療機

関ということで、1市3町1村のセンター病院であると

いう、私は認識をいたしております。 

その中で、この条例でございますけれども、振興協議

会ですとか運営協議会ですとか、いろいろとその中で、

この地域医療に関しての課題、病病連携だとか、それか

ら緊急の体制ですとか、医師確保ですとか、緊急の体制、

課題は多々あろうかというふうに思っております。 

その中で、富良野市が単独で地域センター病院に対し

てこういった条例をつくるということに関して、やはり

地域センター病院というのは、先程も言いましたけども

1市3町1村という部分の中で、きちっと協議をしてで

すね、この地域センター病院のこの条例ですよ、市が出

すというこの条例について御理解をいただいて、また今

後、他の市町村の部分の中で、同じような形の中で、こ

ういった条例を作っていくというようなお話はなされた

のか、なされてないのか。 

それと、先程もお話ありましたけれども、医師会の部

分ですけれども、やはりこの病病連携、病診連携含めて

ですね、医師確保というのは、それぞれの地域の課題で

あるというふうに私は認識をいたしております。 

そういった部分の中で、どのようなことが行われたの

かお知らせをいただきたい。 

それと、この件名ですけども、富良野市地域医療対策

基金条例ということでありますけども、そうであれば、

もういきなり地域センター病院特化し、診療科及び医師

の確保にするのであれば、ここのお題目も、地域センタ

ー病院の医療対策基金というふうに、はっきりなされた

ほうがよろしいんじゃないかなというふうにも思うんで

すけど、その辺の見解についてお聞かせをいただきます。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 日里議員の御質問にお答えをい

たします。 

地域センター病院の医療対策基金を、沿線で相談して、

条例を個々の議会で求める相談をすべきだったんではな

いかと、こういう御質問だったけど、私は全然、質問の

内容からいきますと、ちょっと、この条例に対する考え

方の相違があるんではないかと、そのように感じます。 

条例そのものというのは、いま現在、それぞれの市町村

が単独でやはり条例を持たなければならないんですね。 

ですから、なぜそれが広域に反映するような状況づく

りをやらなければならないのか。 

私は逆に、そういう面の御質問をさせていただきたい

と。1点目。 

それから、2 点目は、富良野市地域医療対策でなく基

金でいいのではないかと、こういう御質問であります。 
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これは私は、冒頭、私の最初の答弁でお話しいたしま

した中でですね、当初、議会からの御提案でお話しが進

められてきたというのが、第一の前提であります。 

その中で、三ヶ月した状況の中で、地域医療という形

の中でなく、大きく富良野全体の地域医療という議会か

らの御要請であったわけでございますけども、先程宮田

議員にも私から御答弁さしていただきました状況の中で、

個人病院に対しての支援というのは、条例で定めるべき

ではないんです。 

その実態、実態にあった状況の中で、予算の範囲内で

議会が決めることであって、これは、基金に載せて云々

という問題ではございませんので、その点ひとつ御理解

をしていただきたいとこのように思うところでございま

す。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

17番日里雅至君。 

○17番（日里雅至君） 見解が違うというふうに市長が

おっしゃられてますけれども、2 点目の部分の地域医療

対策基金条例といった部分でなくて、地域センター病院

医療対策基金でもよかったのではないかというふうなお

話です。 

現実に、議会の方から出たのは、要するに富良野全体

の地域医療をどうするかと。 

その時に、いろいろ課題があったときに、そういった

基金でいろいろ取り崩しながらやったらいいんじゃない

か、というようなお話もさしていただきました。 

そこで、地域センター病院の位置づけというんですか

ね、その部分の中で例えば新築、改築含めてですね、行

ったときには負担割合含めてですね、そんなようなお話

もありましたですよね。 

そういうことだったですよね、地域センター病院の改

築にあたっては、1市3町1村の分の中で割合があった。 

それは広域の今回は産婦人科含めて、小児科含めてそ

ういった医療を守るために出すというようなことですの

で、その中で富良野市が、先進的に先に、こういった条

例を議会に提案して、あと、ほかの議会の部分について

もこれに追随するような、そういったそのお話しはされ

てないということでお聞きしたんですけども、その中で

は、じゃ、地域センター病院というのは富良野市だけな

のかと。 

いろいろ、ほかの地域の部分についても、そういった

ことの中で負担を、例えばですよ、お願いするというこ

とにはなっていかないのかなというふうに感じたもんで

すから、お話を聞かさせていただきました。 

答弁はいらない。 

○議長（北猛俊君） そのほか質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ、次に、議案第1号平成

22年度富良野市一般会計補正予算について行います。 

質疑は、予算第1条の歳出より行います。 

事項別明細書20ページをお開きください。 

1款議会費、2款総務費、3款民生費、4款衛生費まで。 

20ページより27ページまでを行います。 

質疑ございませんか。 

6番今利一君。 

○6 番（今利一君） それでは、お伺いいたしたいと思

います。 

3款の民生費でありますけども、145番、緊急時医療情

報カード交付事業でありますけども、若干説明は聞いて

おりますけども、このことに関して、だれがですね、ど

のような情報を作成していくのか、それと、これという

のは、例えば65歳以上の方というふうに聞いております

けども、病状が変わるわけですよね。病状が変わる可能

性がある。 

そうした場合に、年に1度更新していくものなのか、

そういうことを想定されているのかですね、そんな、内

容はどういうふうになっているのかお聞きしたいという

ふうに思います。 

それと、もう1点ですけども、その下の425番の地域

密着型サービス拠点施設整備費の補助金でありますけど

も、このことに関して、施設が定められているんですけ

ども、こういった施設全般にわたることを想定されてい

るのか。 

この場合は、1 件だけというふうに聞いていますけど

も、今後どういうふうな格好で想定されているのかお伺

いしたいというふうに思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

保健福祉部長中田芳治君。 

○保健福祉部長（中田芳治君） 今議員の御質問にお答

えいたします。 

23ページ145番、緊急時医療情報カード交付事業費で

ございますけれども、これにつきましては、内容的には

ですね、住所、氏名、緊急連絡先、医療情報としては身

体状況、介護認定あるいは病歴、通院先、その他としま

しては、情報公開に伴う同意といたしまして、医療・警

察・消防関係、こういったところと整備をしながら進め

ていくところでございます。 

それからいま現在、民生委員の方にも、こういったも

のについて地域の調査を御依頼を申し上げまして、大き

さ的には御存知かなと思いますけども、長さ的には 22

センチぐらいのもので、直径6センチぐらいのものとい

うことで、その中にそういったカードが既にキットとし

てでき上がっているものでございまして、これを整備を

していきたいというのが一つでございます。 

更新関係につきましては、当然段階的に調査をしなが

ら、それと、こういった部分については、単独という部
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分ではこれから増えていくことも予想されますので、今

回やりっぱなしということではないということが一つで

ございます。 

あとは冷蔵庫に保管をしながら、その中に、単身世帯

についてはいま言ったような情報を明示することによっ

て、緊急性の場合に、それを生かすような形ということ

になってございます。 

それから、425番の地域密着型でございますけれども、

これにつきましては、議員も御存知のとおり、スプリン

クラーの設置でございます。 

今年の3月に札幌で起きた火災を前提といたしまして、

面積が275平米以上の部分について、それは義務づけら

れたということで、富良野につきましては2カ所、この

施設が該当しまして、今回につきましてはニチイのほほ

えみ富良野が、22年度該当になっておりまして、国の事

業によります10分の10の事業の中で、この整備を図っ

ていくということでございます。 

ほかの1店につきましては、既に21年度に終了済とい

うことで御理解をいただきたいと思います。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

6番今利一君。 

○6 番（今利一君） 例えばですね、緊急時に、例えば

救急車が行ったというふうなときに、いわゆる医療行為

をされるわけですよね。 

そうした場合に、こういう情報が的確に生かされる可

能性というか、生かしていかなければ情報としては、無

駄になるというよりはそういう可能性があるんではない

のか。 

そうした場合に、例えばその情報として、例えば、血

圧がこの人はなんぼだとかというふうな情報を、きちっ

と流すべきだろうというふうに考えているんですけども、

そういった場合にどういうふうな情報がここには想定さ

れているのか、もう一度お聞きしたいというふうに思っ

ております。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

保健福祉部長中田芳治君。 

○保健福祉部長（中田芳治君） 今議員の再質問にお答

えいたします。 

まず1点目は情報の提供ということで、救急隊が行っ

たときのということでございますけれども、これにはそ

れぞれ目印がまず、ございまして、その中に入っている

よという目印が一つございます。 

それからの詳細な情報の連携というふうに理解をさし

ていただきましたけれども、先ほども御答弁申し上げて

いるとおり、医療関係それから警察、消防、こういった

ところと協議を行いながらですね、具体的な内容の確認

と要項を整備しながら、どういう情報提供がふさわしい

のかという部分も含めてですね、整備した中で取り組み

を進めると、このように考えております。 

いま言われた、具体的に病名だとかそういった部分に

ついては、基本的には身体状況に関わる部分というのが

ございますので、そこに具体的に明示をする。 

いわゆる、その通院先、かかりつけ医の内容を具体的

に書くような、記載する欄もございますので、そういっ

たとこでわかるような形に整備をしていきたいなという

ふうに考えているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） そのほか質疑ございませんか。 

8番岡本俊君。 

○8 番（岡本俊君） いま、今議員の質問に関連するん

ですが、交付事業なんですが、民生委員さんが調査をし

ていると。 

具体的に、この書き込みというのはですね、どういう

形で行うのか。 

ある種、民生委員さんが直接そのお宅を訪問してカー

ドに書きこむような手法をとっておられる自治体もあろ

うかというふうに記憶している。 

そういうことは、富良野市では具体的に調査は民生委

員さんという答弁だったのですが、具体的にどういう形

で、面談して行うのか。それはだれが行うのか。 

それともう一つは、答えておられなかったのですが、

その更新をですね、随時、65歳以上の方はふえていきま

すので、それは、年次ごとにやっていくのは当然だと思

いますが、一度書き込みをした情報をですね、個人情報

の新たな更新はどのように考えておられるのか。 

その点、具体的に答弁願いたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

保健福祉部長中田芳治君。 

○保健福祉部長（中田芳治君） 岡本議員の質問にお答

えいたします。 

緊急カードの関係でございますけれども、まず、1 点

目のあと先になりますけども、更新につきましては、当

然今年度だけのものではありません。 

定期的にこれは、一つは、変わっていくわけですから、

合わせて調査もしていかなければいけないというふうに

考えております。 

したがって、変更があれば当然その方については、用

紙を、カードを替えなければいけないという作業は当然

出てくるというふうに考えてございます。 

調査方法でございますけれども、それと記入ですね、

これにつきましてはいま民生委員の御協力を願って調査

をいただいているところでございますけれども、これに

つきましては当然人によっては、自分でまず第1に書い

ていただくというのが基本でございます。 
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もう1つは、年齢に差がございますので、当然書けな

い方も中には出てくるのかな。 

もう1つは、個人情報という部分が1つ出てくるのか

な。 

これは、許せる範囲の中でそれぞれ民生委員さんが記

載していただいたり、あるいは、行政サイドで記載した

りという作業が当然出てくるのかなというふうに理解を

しているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 8番岡本俊君。 

○8 番（岡本俊君） 病歴だとか、先ほど内容には病歴

っていう話もあったんですが、病名というのは大変難し

いし、字も難しいんですよ。 

そういう中で、民生委員さん調査をして、お話を聞く

と、僕の想像でいくと、本人も書くということと同時に、

民生委員さんにお願いしなきゃならんという部分もある

ということです。 

そういう部分ではカードに病歴も含めてですね、お医

者さんの協力というのですか、そういうことについては、

具体的にこのカードに関してはお医者さんの協力という

のは、なくてもよろしいのかどうか。 

つまり、カードを持っていって、お医者さんにこれを

書いてくださいという依頼ができるのかどうかですね。 

本人の意思ですから。 

病名が変わったり、いろいろなことになった時に、随

時お医者さんの所に持って行って、このカードに私の書

いて下さいみたいなことも含めて、更新が個人の判断で

できるのか。 

それとも、毎年3月に更新しますとか、そういうふう

なルールというのかな、その辺の更新に対する新たな情

報の更新に対する決めというんですか、その辺はどうい

うふうになっているのか、もう少し具体的にお話しをし

ていただきたい。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

保健福祉部長中田芳治君。 

○保健福祉部長（中田芳治君） 岡本議員の再質問にお

答えします。 

先ほども申し上げておりますけれども、医療、警察、

消防等などと協議を行いまして、具体的な内容の確認と

整備をしていく。 

こういう、どうあるべきかを含めてですね、協議をこ

れから進めて行きたい。 

更新の部分についても、先ほどから申し上げていると

おり、やはり病歴も変化したりとかする場合もございま

すので、どこかの時点では、やはり更新をしなければな

らないというふうに考えておりますけども、今後その事

務の進め方という部分については、さらに協議を進めて

いきたいなというのが一つございます。 

それから、病歴の部分で先程医療機関というふうにな

りましたけども、もう一つの方法としては自分で書き込

む方法も一つございます。 

これは、病歴を持っている方については、ほとんどの

方がまた年齢を考えますと、服薬をしているという部分

であれば、管理情報をいただくことによって、それが何

に使われている薬なのかという病歴がですね、病気が、

病名がその中に書いてございます。 

そういった部分でいくと、自分で書くことも可能です

し、その管理情報を見ることによって、お手伝いする方

もその病歴という部分で書くことは可能だというふうに

判断しているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 8番岡本俊君。 

○8 番（岡本俊君） 予算案をこれから出されたわけで

すが、具体的にこれが運用される時期というのはですね、

いままだ、いろんな所と調査しないといけないというお

話ですよね。医療関係とか、消防とか。 

これが、予算が通って、これがいつから具体的に運用

されるんでしょう。年度内に運用されるのか。 

いろんな調整時間もあったりするわけでしょう。 

ですから、市民の皆さん65歳以上の皆さんに、これが

お届けできるのは、いつごろを目途にしているのかお伺

いします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

保健福祉部長中田芳治君。 

○保健福祉部長（中田芳治君） 岡本議員の再々質問に

お答えします。 

いつから運用されるのかということでございますけれ

ども、運用につきましては、今回、議決をいただけまし

たら、その後、10月1日から基本的に運用という形で進

めてまいりたい。 

皆さんにおきましては、広報お知らせ版なり、そうい

ったところでのお知らせになるのかなと考えてございま

すけども、既に今後ですね、議決をいただけましたら、

民生委員さん含めて地域情報に口伝えにも言ってもらう

ようなですね、そういった部分でも、頼をしていきたい

というふうに考えてございますので、１0月1日を目処

にいま、考えているところでございます。 

○議長（北猛俊君） そのほか、質疑ございませんか。 

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） ないようですので次に移ります。 

6款農林業費、7款商工費、8款土木費、9款教育費ま

で。26ページより31ページまでを行います。 

質疑ございませんか。 

4番大栗民江君。 

○4番（大栗民江君） 7款商工費、156番、地域振興消
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費拡大推進事業費なんですけども、これは、プレミアム

発行の商品券ということでお話を聞いておりますが、具

体的な内容、いつから始まるのか、お一人幾らぐらいま

で買えるのかお伺いをしていきたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長外崎番三君。 

○経済部長（外崎番三君） 大栗議員の質問にお答えい

たします。 

156 番、地域振興消費拡大推進事業費1,000 万円の中

身でございますが、これは、商工会議所が発行する富良

野市内共通商品券にさらなる付加価値を加え、地元消費、

地元商店の利用促進することにより、市民生活の支援や

市内小売商業者への振興を図り、地域経済の発展に寄与

することを目的といたしまして、いわゆるプレミアムつ

き商品券ということで、事業をするものでございまして、

歳末の経済活性化、歳末の商戦における経済活性化を図

るということでございます。 

現在は1億1,000万円分のプレミアム商品券を考えて

おりまして、そのうちの1,000万円がプレミアム分とい

うことでございます。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 答弁調整のため暫時休憩いたしま

す。 

─────────────── 

午前10時53分 休憩 

午前10時54分 開議 

─────────────── 

○議長（北猛俊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

休憩前の大栗民江君の質問に追加答弁願います。 

経済部長外崎番三君。 

○経済部長（外崎番三君） 失礼いたしました。 

このプレミアム商品券の購入、1 人何口か等含めて、

購入限度額は1人幾らぐらいになるのかということでご

ざいますが、これにつきましては補正予算決定後ですね、

商工会議所と協議をして詰めてまいりたいというふうに

考えております。 

考えておりますのは、昨年の状況を踏まえて判断して

いきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） そのほか質疑ございませんか。 

8番岡本俊君。 

○8番（岡本俊君） 29ページのですね、中心街活性化

事業の120番なんですが、地質調査、実施設計、権利の

返還等の費用というふうに聞いておりますが、実施設計

含めて、これらを含めてですね、いつごろ実施設計含め

て終了されるのか。 

この事業がですね、これが決まらないと事業全体もな

かなかスタートできないんでないかと思いますが、これ

ら含めて、目途等含めてですね、いつごろまでこれを終

了しようとしているのか、その辺を含めて、事業内容に

ついて御説明願いたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長外崎番三君。 

○経済部長（外崎番三君） 岡本議員の質問にお答えさ

していただきます。 

中心街、市街地再開発事業費5,920 万、120 番の御質

問でございます。 

都市計画決定を7月23日にいただきまして、その後、

地区内の権利者との1回目の確認作業が、7月から行っ

ております。 

その1回目の作業が、まず一段落いたしまして、続き

まして8月より2回目の最終確認作業ということで、い

ま確認の作業に入っているところでございます。 

この作業につきましては、9 月いっぱいをめどに最終

確認をしていきたいという予定で行っております。 

この最終確認につきましては、それぞれの権利者様が、

どういった、将来の営業をされていくか、どういう形を

もっていくかという確認作業でございます。 

それをもって形なり配置、それから商業形態が決まっ

ていくものというふうに考えております。それ以降です

ね、認可申請の手続に入っていくということでございま

す。 

その権利者の全体が、まとめができませんことには、

それぞれの配置計画なり、その他の計画がまとまらない。 

それを最終まとめができた段階で、この実施設計に、

具体的な実施設計に入っていくというふうな手続になろ

うかというふうに考えております。 

実施設計につきましては、年度内の作業になろうかと

思いますが、手続的には9月いっぱいに最終権利者との

確認を終えまして、その後まとめをして、そのまとまっ

たものにつきまして、実施設計に入っていくという作業

で考えております。 

まとまった作業ができましたら、認可をとるべくです

ね、申請をしていきたいという、いまの状況になってご

ざいます。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

8番岡本俊君。 

○8 番（岡本俊君） では、権利のことに関してなんで

すが、今月いっぱいをめどと、今月いっぱいで終了する

ということでよろしいんですね。 

それ以後は、そういうことはあり得ないということの

確認でよろしいんでしょうか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 
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経済部長外崎番三君。 

○経済部長（外崎番三君） いま、最終確認作業に入っ

てると伺っております。 

それで、めどとして今月いっぱいをめどに、権利者の

最終確認をめどとして、いま進めているということを伺

っております。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

そのほか質疑ございませんか。 

2番宮田均君。 

○2 番（宮田均君） いまの岡本議員のですね、中心市

街地活性化の、事業費の120番の関連で質問させてもら

いますが、7月23日の都市決定ですか、これで決まって

ですね、いま測量とかいろんなもので補正ができたわけ

ですけども、この補正の財源内容を見ますとですね、半

額の補助と思うんですけども、今後も、この中心街の活

性化の事業の関係は半額の補助でなっていくのかどうか、

そこら辺だけ確認、質問させていただきます。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長外崎番三君。 

○経済部長（外崎番三君） いま市街地再開発事業の補

助が半額ということで御質問いただきましたが、これに

つきましては、補助対象経費の3分の1を国、補助対象

経費の3分の1を市、そして残りの事業費につきまして、

事業者が持つという事業でございます。 

補助対象以外も事業者が持つということに、3分の1、

3分の1、3分の1という事業でございます。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

2番宮田均君。 

○2 番（宮田均君） いまの質問の仕方が悪かったのか

もしれないですけど、この補正の財源の内訳の補正額見

ますと、国庫支出金の関係と一般財源と地方債、これで

見てみますと、半分になっているんじゃないですかと、

この事業についてはね、ということを言っているわけで、

今後の3分の1補助というのはわかりますけども、この

事業については半分、だから、今後の事業も半分になっ

ていくんでしょうか、という聞き方をしたんですけど、

申し訳ないです。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長外崎番三君。 

○経済部長（外崎番三君） 全体事業費があって、その

うちの国と市の持ち分を今回提示しております。 

ですから、全体事業費の3分の1が国、3分の1が市

という事業の内容でございます。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

そのほか質疑ございませんか。 

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ、以上で歳出を終わりま

す。 

次に、歳入及び第2条地方債補正を行います。 

6ページ、7ページ及び12ページから19ページまでを

行います。 

質疑ございませんか。 

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ、以上で議案第1号の質

疑を終わります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件2件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件2件は、原案のとおり可決されました。 

ここで10分間休憩いたします。 

─────────────── 

午前11時04分 休憩 

午前11時13分 開議 

─────────────── 

○議長（北猛俊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

───────────────────────── 

日程第２ 

議案第 ２号 平成22年度富良野市介護保険 

特別会計補正予算（第１号） 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第2、議案第2号、平成22年

度富良野市介護保険特別会計補正予算を議題といたしま

す。 

これより本件の質疑を行います。 

質疑は本件全体について行います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ、以上で本件の質疑を終

わります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────── 

日程第３ 

議案第 ４号 非核平和都市宣言の全部改正に

ついて 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第3、議案第4号、非核平和
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都市宣言の全部改正についてを議題といたします。 

これより本件の質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ以上で本件の質疑を終わ

ります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────── 

日程第４ 

議案第 ５号 第５次富良野市総合計画基本構

想について 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第4、議案第5号、第5次富

良野市総合計画基本構想についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 

本件は、さきの議会運営委員長より報告のとおり精査

を要しますので、委員7名による総合計画基本構想審査

特別委員会を設置し、これに付託、閉会中継続審査とい

たしたいと存じます。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は、ただいまお諮りのとおり決しました。 

ただいま設置されました特別委員会委員につきまして

は、委員会条例第7条第1項の規定により、本職より御

指名申し上げます。 

佐々木優君、大栗民江君、千葉健一君、横山久仁雄君、

東海林孝司君、岡野孝則君、菊地敏紀君、以上7名の諸

君であります。 

ただいま御指名申し上げました7名の諸君を選任する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって、ただいまお諮りのとおり、7 名の諸君が総合

計画基本構想審査特別委員会委員に選任されました。 

ここで、特別委員会開催のため暫時休憩いたします。 

─────────────── 

午前11時15分 休憩 

午前11時22分 開議 

─────────────── 

○議長（北猛俊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

休憩前の議事を続行いたします。 

休憩中、総合計画基本構想審査特別委員会が開催され、

正副委員長の互選の結果、委員長に菊地敏紀君、副委員

長に横山久仁雄君、以上、決定の報告がございました。 

───────────────────────── 

日程第５ 

議案第 ６号 住居表示を実施すべき市街地の

区域及び当該区域内の住居表示の方法について 

議案第 ７号 町の区域の新設について 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第5、議案第6号、住居表示

を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の

方法について、及び関連する議案第7号、町の区域の新

設についてを一括して議題といたします。 

これより本件2件の質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ、以上で本件2件の質疑

を終わります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件2件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって、本件2件は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────── 

日程第６ 

議案第11号 平成22年度富良野市一般会計補

正予算（第７号） 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第 6、議案第 11 号、平成 22

年度富良野市一般会計補正予算を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

副市長石井隆君。 

○副市長（石井隆君） -登壇- 

議案第11号、平成22年度富良野市一般会計補正予算

について御説明を申し上げます。 

このたび提案いたしました富良野市一般会計補正予算

第7号は、歳入歳出それぞれ39万6,000円を追加し、歳

入歳出予算の総額を115億3,600万4,000円にしようと

するものでございます。 

以下、その概要について歳出から御説明を申し上げま

す。 

6、7ページ下段でございます。 

9 款教育費は、全日本スキーアルペンナショナルチー

ムのジュニアチームメンバーに指定された本市在住の高

校生に対し、海外遠征費用の一部を補助する、全日本ス

キーアルペンナショナルチーム選手強化補助金で、39万

6,000円の追加でございます。 

次に歳入について御説明を申し上げます。 
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同じく6、7ページの上段でございます。 

19款繰入金は、スポーツ振興基金繰入金で39万6,000

円の追加でございます。 

以上、平成22年度富良野市一般会計補正予算について

御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願い

を申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） これより本件の質疑を行います。 

質疑は本件全体について行います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ以上で本件の質疑を終わ

ります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────── 

日程第７ 

報告第８号 専決処分報告について 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第7、報告第8号、専決処分

報告についてを議題といたします。 

本件について説明を求めます。 

建設水道部長岩鼻勉君。 

○建設水道部長(岩鼻勉君) 報告第8号、専決処分報告

について御説明申し上げます。 

本件は、地方自治法第180条第1項の規定により、去

る9月2日付をもって専決処分を行った、市道における

物損事故の損害賠償につきまして、同条第2項の規定に

より御報告申し上げるものでございます。 

本件は、平成22年7月11日午後6時ころに、富良野

市幸町5番11号地先の市道東3条の歩道上にある道路雨

水用マンホールの角に、国道38号方向から知人宅の駐車

場に入ろうとした車の前方下側のバンパーがぶつかり、

損傷を与える事故が発生いたしました。 

歩道の道路雨水用マンホールは冬季間の凍上により最

大5センチほど盛り上がっており、この上うを車両が通

過したため、フロントバンパー、フロントスポイラーに

損傷を与えたもので、車両の物損に対し損害賠償を行っ

たものであります。 

車両損害金は修理費等として18万9,353円で、富良野

市の過失割合を7割として示談いたしましたので、富良

野市の損害賠償額は13万2,547円でございます。 

示談は9月2日に交わしております。 

歩道上の道路雨水用マンホールは、車両や歩行者の通

行に支障がありましたので、修繕工事を既に行っており

ます。 

経過でございますが、事故の翌日、本人から市役所に

連絡が入り、直ちに現地に行き、事故処理対応したとこ

ろであります。 

幸い、相手方に人身等の被害はなく大事には至りませ

んでしたが、今後とも市道の道路維持につきましては、

道路パトロール及び地域住民からの情報提供もいただき、

適切な管理に努めてまいります。 

○議長（北猛俊君） 本件について御発言ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） ないようですので、報告第8号は

地方自治法第180条第2項の規定に基づく報告でありま

す。 

以上で本報告を終わります。 

───────────────────────── 

日程第８ 

意見案第１号 森林・林業政策の早急かつ確実

な推進に関する意見書 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第8、意見案第1号、森林・

林業政策の早急かつ確実な推進に関する意見書を議題と

いたします。 

提案者の説明を求めます。 

15番菊地敏紀君。 

○15番（菊地敏紀君） -登壇- 

森林・林業政策の早急かつ確実な推進に関する意見書

は、今議員ほか5名の賛同を得て提出するものございま

す。 

森林に対する国民の期待は地球温暖化の防止、国土の

保全や水源のかん養はもとより、生物多様性の保全への

貢献など多様化するものとともに、低炭素社会づくりを

進めるため、木質エネルギー利用を含め、木材利用の拡

大に対する期待は増大しています。 

しかし、国内の林業は路網整備や森林施業の集約化の

おくれなどから生産性が低く、材価も低迷する中、森林

所有者の施業放棄が懸念されるなど、我が国の林業・木

材産業は危機的な状態に陥っております。加えて森林・

林業の担い手である山村は崩壊の危機に立っています。 

こうした厳しい状況を踏まえ、昨年公表された、森林・

林業再生プランに基づき、国民の期待に応えていくため、

今後、森林整備を着実に推進するとともに、森林の有す

る多面的機能の持続的発揮を図りながら森林資源を適切

に活用し、森林・林業・木材産業の活性化による山村の

再生を図るため、以下の項目を実現するように要望いた

します。 

記につきましては、皆様方に御一読をいただきたいと
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思います。 

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提

出いたします。 

よろしく御審議のほど、御賛同をいただきますように

お願いを申し上げます。 

○議長（北猛俊君） これより本件の質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ、以上で本件の質疑を終

わります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は原案のとおり可決されました。 

直ちに関係機関に送付いたします。 

───────────────────────── 

日程第９ 

閉会中の所管事務調査について 

閉会中の都市事例調査について 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第 9、閉会中の所管事務調査

及び都市事例調査についてを一括議題といたします。 

本件について、各委員長よりの申し出を職員に朗読い

たさせます。 

庶務課長日向稔君。 

○庶務課長（日向稔君） 総務文教常任委員会、経済建

設常任委員会、各委員長からの所管事務調査の申し出を

朗読いたします。 

事務調査申出書。 

本委員会は閉会中、下記の件について継続調査を要す

るものと決定したので申し出ます。 

総務文教委員会、調査番号、調査第4号、調査件名、

指定管理者制度の現状について。 

経済建設委員会、調査番号、調査第5号、調査件名、

雇用対策について。 

次に、保健福祉常任委員会、経済建設常任委員会、各

委員長からの都市事例調査の申し出を朗読いたします。 

都市事例調査申出書。 

本委員会は閉会中、下記により都市事例調査を要する

ものと決定したので申し出ます。 

保健福祉委員会、調査件名、高齢者福祉について。 

調査地、岐阜県本巣市、郡上市。予定月日、10月上旬。 

経済建設委員会、調査件名、雇用対策について。調査

地、岩手県花巻市、遠野市。予定月日、10月上旬。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） お諮りいたします。 

ただいま朗読報告のとおり、閉会中の所管事務調査及

び都市事例調査について決定いたしたいと存じます。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって、申し出のとおり、閉会中の所管事務調査及び

都市事例調査を許可することに決しました。 

───────────────────────── 

閉 会 宣 告 

─────────────────────────

○議長（北猛俊君） 以上で本日の日程は終わり、本定

例会の案件はすべて終了いたしました。 

これをもって、平成22年第3回富良野市議会定例会を

閉会いたします。 

 

午前11時22分 閉会 
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